
 
■対象工事 

設計金額 400 万円超の工事 

■労災保険加入の確認書類等 

 下記のいずれかの書類等を着手届に添付してください。 

(1) 様式第１号「労働保険 保険関係成立届（事務処理委託届）」事業主控の写し 

(2) 様式第６号「労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書」事業主控の写し 

(3) 組様式第７号（甲）「労働保険料等納入通知書」事業主控の写し 

(4) 着手届の余白部分に所管労働基準監督署からの「保険関係成立済」の押印を受けたもの 

※ (1)～(3)の様式については、次ページ以降の別添「労働保険（労災保険・雇用保険）

の適用及び加入確認について（北海道労働局 HP 掲載資料）」をご参照ください 

■確認書類等の日付に関する注意点 

継続事業及び一括有期事業の場合、上記の書類に係る受付印の日付、電子公文書の受付日、

領収日付印の日付及び通知日については、契約日の属する年度（４月１日～翌年３月 31 日）

の日付のみ有効となります。 

ただし、上記(2)及び(3)については、労災保険における年度更新の申告が済んでいない場

合があるため、年度更新の申告期日（７月 10 日、７月 10 日が閉庁日の場合は翌開庁日）

前は前年度の日付も有効です。 

※ 契約日が年度更新の申告期日（７月 10 日）の場合、前年度の日付は無効となります（契

約日の属する年度の日付のみ有効） 

お問い合わせ先：札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係    

 
令和８年４月 13 日以後に本市に提出する着手届から適用 

 

 

 

工事における着手届の労災保険加入の確認方法について、下記のとおり運用す

ることとしますので、お知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






















